
 
県道神戸加古川姫路線の通行止めについて 

 
県道神戸加古川姫路線（加古川市平荘町小畑）において、令和８年２月２６日

に路面の変状が見られたため、2 月 27 日から片側交互通行を実施し、ボー
リング調査を実施するなど原因究明のための調査を実施していました。 

昨日からの降雨の影響もあり、本日 11 時頃、北側の道路護岸が崩落し、
その上部に設置されていた張り出し構造の歩道も崩落しました。 

つきましては、応急復旧工事を行うため、下記のとおり通行止めを行いま
した。迂回路は下図のとおり、県道高砂北条線、県道平荘魚橋線、加古川  
市道神吉中央線ですのでご協力お願いします。 

 
１ 通行止め路線：県道 神戸加古川姫路線 

２ 通行止め箇所：兵庫県加古川市平荘町小畑地内 

３ 通行止め開始：令和８年４月 10 日（金）12:30 頃 
※ 終日通行止め、通行止解除日程は未定 

 ４ 迂回路：県道高砂北条線、県道平荘魚橋線、加古川市道神吉中央線 

        （ルートは下図のとおり） 

 ５ 連絡先：兵庫県加古川土木事務所 道路第２課 松田・菰渕 
       電話：079-421-9624 
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